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2.5 設計・建設規格における材料の規定によらない場合の評価 

脚（使用材料規格：ＪＩＳ Ｇ ３１０１ SS400（板厚 16mm以下））の評価結果 

（比較材料：ＪＩＳ Ｇ ３１０６ SM400A（板厚 16mm以下）） 

脚に使用している SS400は，クラス２容器の使用可能な材料として設計・建設規格に記載さ

れていないことから，クラス２容器の使用可能な材料として設計・建設規格に記載されている

材料と機械的強度及び化学成分を比較し，同等であることを示す。 

 

(1) 機械的強度 

 引張強さ 降伏点又は耐力 比較結果 

使用材料 

400N/mm2 

～ 

510N/mm2 

245N/mm2以上 

引張強さ及び降伏点は同等であ

る。 

比較材料 

400N/mm2 

～ 

510N/mm2 

245N/mm2以上 

 

(2) 化学的成分 

  
化学成分(％) 

C Si Mn P S Cu Ni Cr Mo V 

使用 

材料 

― 

(0.10) 
― ― 

0.050 

以下 

0.050 

以下 
― ― ― ― ― 

比較 

材料 

0.23 

以下 
― 

2.5×C 

以上＊2 

0.035 

以下 

0.035 

以下 
― ― ― ― ― 

比較 

結果 

C，Mn，P，Sの成分規定に差異があるが，以下により，本機器の環境下での使用

は問題ないと考える。 

C：溶接性に影響を与える成分であるが，溶接規格において溶接の制限を受け

ない含有量であること。また，脆性に影響を与える成分であるが，本機器に

おいて使用される材料は，薄肉（16mm未満の 15mm及び 10mm）であるため，

脆性破壊が発生しがたい寸法の材料であること，さらには設計・建設規格ク

ラス２の規定でも破壊靱性試験が要求されない範囲であること。 

Mn：一般的に機械的強度に影響を与える成分であるが，（1）の評価結果から

も機械強度は同等であること。また，脆性に影響を与える成分であるが，本

機器において使用される材料は，薄肉（16mm未満の 15mm及び 10mm）である

ため，脆性破壊が発生しがたい寸法の材料であること，さらには設計・建設

規格クラス２の規定でも破壊靱性試験が要求されない範囲であること。 
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比較 

結果 

P：冷間脆性に影響を与える成分であるが，本機器において使用される材料は，

薄肉（16mm未満の 15mm及び 10mm）であるため，脆性破壊が発生しがたい寸

法の材料であること，さらには設計・建設規格クラス２の規定でも破壊靱性

試験が要求されない範囲であること。 

S：熱間脆性に影響を与える成分であるが，本機器において使用される材料は，

薄肉（16mm未満の 15mm及び 10mm）であるため，脆性破壊が発生しがたい寸

法の材料であること，さらには設計・建設規格クラス２の規定でも破壊靱性

試験が要求されない範囲であること。 

注記＊1：ミルシートの値を示す。 

＊2：Cの値は，溶鋼分析値を適用する。 

 

(3) 評価結果 

(1)(2)の評価により，機械的強度，化学成分，いずれにおいても比較材料と同等であるこ

とを確認したため，本機器においてＪＩＳ Ｇ ３１０１ SS400（板厚 16mm以下）を重大事

故等クラス２材料として使用することに問題ないと考える。 
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別紙 主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用アキュムレータ 平板応力評価詳細 

 

下記「1. クラス１容器の規定を準用した強度計算方法」に従い，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機

能用アキュムレータの平板についての評価を実施する。 

平板の応力評価の詳細を2項以降に示す。 

 

1. クラス１容器の規定を準用した強度計算方法 

重大事故等クラス２機器の評価において，公式による評価を満足しない部位については，より精

緻な評価を実施する必要があるため，設計・建設規格にて規定されている準用規定に基づき，クラ

ス１容器の規定を準用し，解析による評価を実施する。 

 

(1) 記号の説明 

設計・建設規格

の記号 

強度計算書の 

表示 
表示内容 単位 

Ｐｂ 

ＰＬ 

Ｐｍ 

Ｓｍ 

Ｐｂ 

ＰＬ 

Ｐｍ 

Ｓｍ 

一次曲げ応力強さ 

一次局部膜応力強さ 

一次一般膜応力強さ 

設計応力強さ 

MPa 

MPa 

MPa 

MPa 

 

(2) 強度計算方法 

a. 平板の応力計算（設計・建設規格 PVB-3110準用） 

設計・建設規格に基づく評価を実施する場合 

クラス１容器の応力評価の規定である設計・建設規格 PVB-3110を準用して応力解析を 

実施し，その一次応力強さは次の規定を満足することを確認する。＊ 

(a) 一次一般膜応力強さがＳｍを超えないこと。 

(b) 一次局部膜応力強さが1.5Ｓｍを超えないこと。 

(c) 一次膜応力と一次曲げ応力を加えて求めた応力強さが1.5Ｓｍを超えないこと。 

 

注記＊：以下の規定から，重大事故等クラス２容器の平板について，クラス１容器の応力評価

の規定 設計・建設規格 PVB-3110を準用することとする。 

・クラス２容器の材料及び構造の特例 設計・建設規格 PVC-1210では，「PVC-2000

からPVC-2400，PVC-3100からPVC-3800及びPVC-4100までの規定にかかわらず，クラ

ス２容器の材料及び構造の規格は，PVB-2000からPVB-2400及びPVB-3100から 

PVB-4100までの規定に準ずることができる。」と記載されていることから，重大事

故等クラス２容器の平板は，クラス１容器の応力評価の規定 設計・建設規格  

PVB-3110を準用する。 

 

K7
 ①

 Ⅴ
-3
-3
-3
-1
-1
-2
 R
0 



10 

 

2. 応力計算 

解析対象部位は平板とし，内圧を付加した場合の発生応力を解析により求め，応力強さが表2－1の

規定を満足することを確認する。 

 

表2－1 応力の分類及び許容値 

応力の分類 許容応力＊ 

一次一般膜応力強さ：Ｐｍ Ｓ 

一次局部膜応力強さ：ＰＬ 1.5Ｓ 

一次膜＋一次曲げ応力強さ：ＰＬ＋Ｐｂ 1.5Ｓ 

注記＊：PVB-3110では許容応力として設計応力強さＳｍを用いているが，クラス２機器のため 

       許容引張応力Ｓを用いる。なお，Ｓｍ値に対してＳ値が保守的である。 
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3. 評価対象部位 

アキュムレータの断面図を図3－1に示す。応力解析による評価対象箇所は，図3－1のとおりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3－1 評価対象部位 
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評価対象箇所 
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4. 解析条件及び解析モデル 

評価対象部位の仕様を表4－1に，応力解析を行うための解析モデルを図4－1に，圧力範囲及び拘

束条件の解析条件を図4－2に示す。 

解析モデルは，平板が軸対称の円板構造になっていることから，平板を二次元軸対称モデルとす

る。また，平板と接合している胴板も二次元軸対称モデルとする。 

応力計算には，有限要素解析手法を適用する。解析コードは，「ＡＢＡＱＵＳ」を使用し，解析

コードの検証及び妥当性確認等の概要については，別紙「計算機プログラム（解析コード）の概  

要」に示す。 

表4－1 評価対象部位の仕様 

項目 単位 平板 

材料 ― SUS304 

最高使用温度 ℃ 171 

最高使用圧力 MPa 2.00 

許容引張応力：Ｓ MPa 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4－1 平板の解析モデル 
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図4－2 解析条件 

 

 

5. 計算結果 

平板の計算結果を表5－1に示す。 

一次応力強さは，許容値を下回っており，平板の強度は十分である。 

 

表5－1 一次応力強さ 

応力評価点 P01-P02 P03-P04 

応力分類 
Ｐｍ 

(MPa) 

ＰＬ 

(MPa) 

ＰＬ＋Ｐｂ 

(MPa) 

Ｐｍ 

(MPa) 

ＰＬ 

(MPa) 

ＰＬ＋Ｐｂ 

(MPa) 

応力強さ 3 3 67 

―＊1 

21 21 

許容値 113 169 169 101＊2 101＊2 

  注記＊1：一次一般膜応力は発生しない。 

    ＊2：継手効率0.60を考慮した値。 

半径（X）方向拘束 
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軸（Y）方向拘束 
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2.00 MPa 




